
第６５回まちづくり対話集会 
 平成２４年１１月 ５日（月） 

１０：００～ 
旭川市民文化会館 

みんなでまちづくりを考えよう！ 

旭川市まちづくり基本条例（仮称）について 



まちづくり基本条例の概要 １ 

１ 

本市のまちづくりにおける基本的な理念や仕組みを総合的に
定める条例 
 
一般に「まちづくり基本条例」は，「自治基本条例」とも言われ，
各自治体によって定義は異なりますが，自治体運営の理念，
原則，制度を定めるものです。 
 

まちづくり基本条例とは 



まちづくり基本条例策定に係る 
基本的な考え方について 

２ 

２ 

○なぜ作るのか 

人口減少，少子高齢化， 

核家族化の進行 
市民の価値観やニーズが多様化 

平成１４年に市民参加推進条例を 

制定し，協働を基本とした 

市民参加のまちづくりを推進 

国と地方の役割分担の変化 

背 

景 

など 

必
要
性 

・時代の変化に合わせて，まちづくりの在り方を見直し，まちづくりの基本 

的な理念やルールを定めることが必要 

・市民や企業，団体，議会，行政などの役割や，市民参加や市民協働な 

どの今後の在り方について検討が必要 



まちづくり基本条例策定に係る 
基本的な考え方について 

２ 

３ 

○なぜ作るのか 

目 

的 

それぞれの地域特性に合った地域づくり体制の構築 

市民主体のまちづくりの更なる発展 

暮らしやすい地域コミュニティの構築 

市民主体の健全で公正な自治の運営 



４ 

まちづくり基本条例策定に係る 
基本的な考え方について 

２ 

○作る上で重要なこと 

市民 企業 団体 議会 行政 

まちづくりの担い手 

の役割とは？ 
条文を作ることが 

すべてではない 

条例が策定された後に 

どのようなまちづくりを 

行っていくか？ 

市民参加や 

市民協働は 

どうあるべきか？ 

まちづくり基本条例 

策定プロセス 



５ 

まちづくり基本条例策定に係る 
基本的な考え方について 

２ 

○策定に向けた方針 

市民参加の機会を幅広く設けるなど 

策定する過程を大切にする 

実効性の高いものとするため 

まちづくりに関する理念等を明確化し 

実践的な取組を併せて提示 

条文は簡潔で分かりやすい表現となるように努める 



６ 

まちづくり基本条例策定に係る 
基本的な考え方について 

２ 

○策定の体制 

市議会 
旭川市まちづくり 

基本条例 

市民検討会議 
委員２０名 

学識経験者 

公募市民など 

【市民意見】 
○市民アンケート 

○まちづくり対話集会 

○市民フォーラム 

○意見提出手続 など 

庁 議 

市民 市役所 

庁内ワーキング 

グループ 
３８名 

市 長 

国 

北海道 

周辺町 

などの 

関係機関 

各部 



７ 

まちづくり基本条例策定に係る 
基本的な考え方について 

２ 

○検討が必要な主な項目（例示） 

市民参加や市民協働を 

一層進めるためには？ 

暮らしやすい地域コミュニティを 

築いていくためには？ 

市民主体の健全で 

公正な自治の運営を 

進めていくためには？ 
・・・ 

 

「旭川らしさ」 
 

「発信力の有無」 
 

「持続可能性」 

・・・ 

視 点 

市民憲章や総合計画，市民参加推進条例などとの関連についても検討 

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例 



８ 

本市の主な取組状況について ３ 

（市民参加推進条例 第２条） 
市民参加～行政活動（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２条に 
        規定するところにより事務を処理するために市が行う活動を 
        いう。）に関し市民が自己の意思を反映させることを目的とし 
        て意見を述べ，又は提案することをいう。 
  

市民参加 

「市民と市との協働を基本に据えた市民参加の考え方を確認するとともに， 
将来に向かって更に市民参加を充実させ，一層推進するため， 
この条例を制定します。」（市民参加推進条例 前文）  



９ 

本市の主な取組状況について ３ 

旭川市市民参加推進条例 
  制定・公布：平成１４年７月４日，施行：平成１５年４月１日  
 

＜条例策定経過＞ 
平成１１年１２月 「旭川市市民参加推進懇話会」を設置 
平成１３年 ２月 「同懇話会」から「旭川市の市民参加を推進するための提言」を受領 
         ５月 「旭川市市民参加を推進するための条例検討委員会」を設置 
平成１４年 ２月 「同検討委員会」から意見書「市民参加を推進するための条例の 
           制定に向けて」を受領 
        ５月 「（仮称）旭川市市民参加推進条例」素案について意見提出手続（パ 
           ブリックコメント）を実施 
        ６月 第２回定例会に条例案を提案 

        ７月 条例が可決・制定 



１０ 

本市の主な取組状況について ３ 

○意見提出手続（パブリックコメント） 
 市の機関が，施策の趣旨，目的，内容その他必要な事項を広く公表した上で，これらに 

  対する市民からの意見の提出を受け，当該意見及びこれに対する市の考え方を公表 

  するという一連の手続をいいます。「市民参加の機会」を確保し，市民の意見を市政に 

  反映させ，「市の説明責任」を果たすことにより，行政運営の公正の確保と透明性の向 

  上などを目的とした，市民参加の代表的な手法の一つです。 

○各種説明会 
○市民の声（陳情・要望等） 
○市長への手紙 
○まちづくり電子提案箱 
○まちづくり対話集会 
○市民アンケート調査（３年に１度実施）  など 

市民参加の具体例 



１１ 

本市の主な取組状況について ３ 

市民活動基本方針 
 
市民活動をまちづくりの大きな力と位置付け，市民が自主的，自発的に 
参加する活動を積極的に生かしながら，市民と行政とが一体となって 
市民主体のまちづくりを推進していくことを目的 とする 

市民協働 

協働とは 

 
市民と市がそれぞれの果たすべき責任及び役割を自覚し，相互に補完し， 

協力し合うことをいう。（市民参加推進条例 第２条） 



１２ 

本市の主な取組状況について ３ 

地域コミュニティ 

地域コミュニティとは 
同一地域内にともに居住する人々が，居住することにより生活のあらゆる 
分野にわたって共同し，その居住地域を媒介とした共通的な意識，価値観， 
言語，行動規範，生活様式等を形成する地域的生活共同体をいう。 



１３ 

本市の主な取組状況について ３ 

 
 

地域まちづくり推進協議会の取組 
 

  平成２２年度 ７支所に地域まちづくり推進協議会を設置 

            地域の課題を共有し，その課題解決に向けた方策を検討したり，          
                  地域の特性や魅力を再発見し，それらを生かした取組を推進する 
                  ため，支所毎に地域住民等で組織  

                  ※地域の課題や活性化に取り組む団体に対し，補助金を交付           
  平成２３年度 補助金を２０万円に増額 

   平成２４年度 ５地域に地域まちづくり推進協議会を設置          
 



１４ 

今後のスケジュールについて 
４ 

・まちづくり対話集会の開催（テーマ：まちづくり基本条例） 
・市民フォーラムの開催（３月を予定） 
・広報誌に特集記事の掲載（市民への周知・啓発など）  など 

平
成
24
年
度 

平
成
25
年
度 

平
成
26
年
度 

・条例の骨子案や素案の作成 

・意見提出手続（パブリックコメント）の実施 

・条例案を市議会に提案 

・広報誌に特集記事の掲載（条例案の内容など）  など 

旭川市まちづくり基本条例（仮称）の施行 

※上記の取組を行いながら，条例に盛り込むべき事項を整理します。 

※議論の進捗状況等によって，スケジュールは変更になる場合があります。 



１５ 

本日のテーマについて 
５ 

 
○市民参加や協働を一層進めるため 
 にはどうしたらよいか 
 
○暮らしやすい地域コミュニティを 
 築いていくためにはどうしたらよ 
 いか 


